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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信対象とする送信データと当該送信データの識別を示す識別情報とを送信データ領域
に配置し、
　上記送信データの宛先からなる宛先情報を宛先情報領域に配置し、
　上記送信データ領域と宛先情報領域とを選択呼出部に配置し、
　上記選択呼出部に上記送信データ及び上記宛先情報を読み出すための同期情報を付加し
てなるグループをデータ送信サイクルとして繰り返し送信するデータ送信方法であって、
　上記送信データがビデオゲームに使用されるデータであり、また、上記識別情報がビデ
オゲームの進行段階を示すことを特徴とするデータ送信方法。
【請求項２】
　上記宛先情報は、データ受信端末が自己宛に送信されてくる送信データの受信に用いる
当該データ受信端末固有の識別情報とされて、その種類が物理的に制限されてなるのに対
して、上記送信データを示す識別情報はその種類が何ら制限のない情報からなることを特
徴とする請求の範囲第１項記載のデータ送信方法。
【請求項３】
　上記識別情報は、属性の異なる複数種類の情報が配置されてなることを特徴とする請求
の範囲第１項記載のデータ送信方法。
【請求項４】
　上記送信データ領域、上記宛先情報領域及び上記選択呼出部が配置されて、これに上記
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同期情報を付加してなる上記グループは、無線呼出システムの送信用データフレームを構
成し、
　上記送信データ領域は、メッセージ信号領域とされること
を特徴とする請求の範囲第１項記載のデータ送信方法。
【請求項５】
　送信対象とする送信データが配置される送信データ領域と当該送信データの宛先を示す
宛先情報が配置される宛先情報領域とからなる選択呼出部と、当該送信データ及び宛先情
報を読み出すための同期情報とを有するグループをデータ送信サイクルとして繰り返して
送信データの送信処理をするデータ送信装置であって、
　上記送信データ領域に当該送信データ領域に配置される送信データの識別を示す識別情
報を配置する識別情報配置手段と、
　上記データ送信サイクルとして上記送信データの送信処理をする送信処理手段とを備え
、
　上記送信データがビデオゲームに使用されるデータであり、また、上記識別情報配置手
段によって配置される上記識別情報が、ビデオゲームの進行段階を示すことを特徴とする
データ送信装置。
【請求項６】
　上記宛先情報は、データ受信端末が自己宛に送信されてくる送信データの受信に用いる
当該データ受信端末固有の識別情報とされて、その種類が物理的に制限されてなるのに対
して、上記送信データを示す識別情報はその種類が何ら制限のない情報からなること
を特徴とする請求の範囲第５項記載のデータ送信装置。
【請求項７】
　上記識別情報は、属性の異なる複数種類の情報が配置されてなることを特徴とする請求
の範囲第５項記載のデータ送信装置。
【請求項８】
　上記送信データ領域、上記宛先情報領域及び上記選択呼出部が配置されて、これに上記
同期情報を付加してなる上記グループは、無線呼出システムの送信用データフレームを構
成し、
　上記送信データ領域は、メッセージ信号領域とされること
を特徴とする請求の範囲第５項記載のデータ送信装置。
【請求項９】
　送信対象とする送信データ及び当該送信データの識別を示す識別情報が配置される送信
データ領域と当該送信データの宛先を示す宛先情報が配置される宛先情報領域とからなる
選択呼出部と、当該送信データ及び宛先情報を読み出すための同期情報とを有するグルー
プがデータ送信サイクルとして繰り返されて送信されるデータ受信装置であって、
　宛先情報を設定する宛先情報設定手段と、
　識別情報を設定する識別情報設定手段と、
　自己の属する上記グループ内に配置されている情報を得るために、同期情報に基づいて
上記グループの同期をとる同期手段と、
　上記選択呼出部に配置されている宛先情報と、上記宛先情報設定手段により設定された
宛先情報とを比較して宛先情報比較結果を得る宛先情報比較手段と、
　上記送信データ領域に配置されている識別情報と、上記識別情報設定手段により設定さ
れた識別情報とを比較して識別情報比較結果を得る識別情報比較手段と、
　上記宛先情報比較結果及び上記識別情報比較結果に基づいて上記送信データの受信制御
を行う受信制御手段とを備え、
　上記送信データがビデオゲームに使用されるデータであり、また、上記識別情報設定手
段によって設定される上記識別情報が、ビデオゲームの進行段階に応じて設定されること
を特徴とするデータ受信装置。
【請求項１０】
　上記受信制御手段が上記宛先情報比較結果に基づいてのみ送信データの受信制御を行う
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旨を設定する受信制御設定手段を備えることを特徴とする請求の範囲第９項記載のデータ
受信装置。
【請求項１１】
　上記宛先情報は、自己宛に送信されてくる送信データの受信に用いる当該データ受信端
末固有の識別情報とされて、その種類が物理的に制限されてなるのに対して、上記送信デ
ータを示す識別情報はその種類が何ら制限のない情報からなることを特徴とする請求の範
囲第９項記載のデータ受信装置。
【請求項１２】
　上記識別情報は、属性の異なる複数種類の情報が配置されてなることを特徴とする請求
の範囲第９項記載のデータ受信装置。
【請求項１３】
　上記送信データ領域、上記宛先情報領域及び上記選択呼出部が配置されて、これに上記
同期情報を付加してなる上記グループは、無線呼出システムの送信用データフレームを構
成し、
　上記送信データ領域は、メッセージ信号領域とされることを特徴とする請求の範囲第９
項記載のデータ受信装置。
【請求項１４】
　送信対象とする送信データ及び当該送信データの識別を示す識別情報が配置される送信
データ領域と当該送信データの宛先を示す宛先情報が配置される宛先情報領域とからなる
選択呼出部と、当該送信データ及び宛先情報を読み出すための同期情報とを有するグルー
プがデータ送信サイクルとして繰り返されてくる送信されるデータを受信するデータ受信
方法であって、
　自己の属する上記グループ内に配置されている情報を得るために、同期情報に基づいて
上記グループの同期をとる同期工程と、
　上記選択呼出部に配置されている宛先情報と、予め設定された宛先情報とを比較して宛
先情報比較結果を得る宛先情報比較工程と、
　上記送信データ領域に配置されている識別情報と、予め設定された識別情報とを比較し
て識別情報比較結果を得る識別情報比較工程と、
　上記宛先情報比較結果及び上記識別情報比較結果に基づいて上記送信データの受信制御
を行う受信制御工程とを有し、
　上記送信データがビデオゲームに使用されるデータであり、また、上記予め設定された
識別情報が、ビデオゲームの進行段階に応じて予め設定されることを特徴とするデータ受
信方法。
【請求項１５】
　上記受信制御工程において上記宛先情報比較結果に基づいてのみ送信データの受信制御
を行う旨を設定する受信制御設定工程を有することを特徴とする請求の範囲第１４項記載
のデータ受信方法。
【請求項１６】
　上記宛先情報は、自己宛に送信されてくる送信データの受信に用いる当該データ受信端
末固有の識別情報とされて、その種類が物理的に制限されてなるのに対して、上記送信デ
ータを示す識別情報はその種類が何ら制限のない情報からなることを特徴とする請求の範
囲第１４項記載のデータ受信方法。
【請求項１７】
　上記識別情報は、属性の異なる複数種類の情報が配置されてなることを特徴とする請求
の範囲第１４項記載のデータ受信方法。
【請求項１８】
　上記送信データ領域、上記宛先情報領域及び上記選択呼出部が配置されて、これに上記
同期情報を付加してなる上記グループは、無線呼出システムの送信用データフレームを構
成し、
　上記送信データ領域は、メッセージ信号領域とされること
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を特徴とする請求の範囲第１４項記載のデータ受信方法。
【請求項１９】
　送信対象とする送信データが配置される送信データ領域と当該送信データの宛先を示す
宛先情報が配置される宛先情報領域とからなる選択呼出部と、当該送信データ及び宛先情
報を読み出すための同期情報とを有するグループを、データ送信装置とデータ受信装置と
の間でデータ送信サイクルとして繰り返し送受信処理をするデータ送受信システムであっ
て、
　上記データ送信装置は、上記送信データ領域に当該送信データ領域に配置される送信デ
ータの識別を示す識別情報を配置する識別情報配置手段と、上記データ送信サイクルとし
て上記送信データの送信処理をする送信処理手段とを備え、
　上記データ受信装置は、宛先情報を設定する宛先情報設定手段と、識別情報を設定する
識別情報設定手段と、自己の属する上記グループ内に配置されている情報を得るために、
同期情報に基づいて上記グループの同期をとる同期手段と、上記選択呼出部に配置されて
いる宛先情報と、上記宛先情報設定手段により設定された宛先情報とを比較して宛先情報
比較結果を得る宛先情報比較手段と、上記送信データ領域に配置されている識別情報と、
上記識別情報設定手段により設定された識別情報とを比較して識別情報比較結果を得る識
別情報比較手段と、上記宛先情報比較結果及び上記識別情報比較結果に基づいて上記送信
データの受信制御を行う受信制御手段とを備え、
　上記データ送信装置から送信されるデータがビデオゲームに使用されるデータであり、
また、上記識別情報設定手段によって設定される上記識別情報が、ビデオゲームの進行段
階に応じて設定されることを特徴とするデータ送受信システム。
【請求項２０】
　上記受信制御手段が上記宛先情報比較結果に基づいてのみ送信データの受信制御を行う
旨を設定する受信制御設定手段を備えることを特徴とする請求の範囲第１９項記載のデー
タ送受信システム。
【請求項２１】
　上記宛先情報は、上記データ受信装置が自己宛に送信されてくる送信データの受信に用
いる当該データ受信端末固有の識別情報とされて、その種類が物理的に制限されてなるの
に対して、上記送信データを示す識別情報はその種類が何ら制限のない情報からなること
を特徴とする請求の範囲第１９項記載のデータ送受信システム。
【請求項２２】
　上記識別情報は、属性の異なる複数種類の情報が配置されてなることを特徴とする請求
の範囲第１９項記載のデータ送受信システム。
【請求項２３】
　上記送信データ領域、上記宛先情報領域及び上記選択呼出部が配置されて、これに上記
同期情報を付加してなる上記グループは、無線呼出システムの送信用データフレームを構
成し、
　上記送信データ領域は、メッセージ信号領域とされることを特徴とする請求の範囲第１
９項記載のデータ送受信システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
技術分野
【０００２】
本発明は、宛先情報を付加した送信データを送信するデータ送信方法及びデータ送信装置
、宛先情報に基づいて送信データの受信をするデータ受信装置及びデータ受信方法、並び
に宛先情報を付加してデータの送受信をするデータ送受信システムに関する。
背景技術
【０００３】
従来より、電話機より入力した情報を送信する無線呼出システムが提供されている。無線
呼出システムでは、情報受信端末として、いわゆるポケットベル受信機が使用されている
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。
【０００４】
また、近年では、この無線呼出システムを利用して、各種情報を提供する情報放送サービ
スが提案されている。この情報放送サービスにより、例えば、イベント情報、天気予報情
報等の各種情報をポケットベル受信機、ページャ端末等によって受信が可能とされている
。
【０００５】
ポケットベル受信機は、各放送基地局から放送される各種情報を同一のデータフレームに
配置されている識別情報等に基づいて受信している。
【０００６】
従来より使用されているデータフレームのフォーマットは、図１中（Ａ）に示すように、
データ送信サイクルとして１５のグループＧ1，Ｇ2，Ｇ3，Ｇ4，・・・，Ｇ14，Ｇ15より
フレームが構成されている。
【０００７】
各グループは、図１中（Ｂ）に示すように、同期信号２０１、アドレス／メッセージ識別
信号２０２、複数の選択呼出信号２０３，２０４及び位相補償信号２０５より構成されて
いる。ここで、１フレームは、例えば２９秒の周期をもつ。
【０００８】
同期信号２０１は、ポケットベル受信機が対応して自己の属するグループを同期して、当
該同期したグループ内の自己宛の選択呼出信号を受信するための部分である。
【０００９】
選択呼出信号２０３，２０４は、図１中（Ｃ）に示すように、アドレス信号２１１及びメ
ッセージ信号２１２から構成され、例えば、両信号の構成単位はともに誤り訂正符号語［
ＢＣＨ（３１，１６）］（Bose-Chaud-huri-Hocqenghem code）である。例えば、この選
択呼出信号は、その内容が３１ｂｉｔ単位とされて、合計で１５５ｂｉｔとして構成され
、具体的には、アドレス信号は６１ｂｉｔ、メッセージ信号は９３ｂｉｔとされて表現さ
れる。
【００１０】
アドレス／メッセージ識別信号２０２は、選択呼出信号中のアドレス信号２１１及びメッ
セージ信号２１３の並び方を符号語単位で示したものである。これにより、ポケットベル
受信機は、アドレス信号２１１のみを効率よく検索していくことができる。
【００１１】
アドレス信号２１１は、ポケットベル受信機の識別を示すアドレスとされる。即ち、アド
レス信号２１１は、各ポケベル受信機に対応される固有の呼出番号からなる。ポケベル受
信機は、このアドレス信号２１１を判別して、自己のアドレス信号（以下、自己アドレス
という。）であることを確認した場合には、鳴音するとともに、メッセージ信号を解読し
て内容を表示する。なお、自己アドレスは変更可能とされている。
【００１２】
位相補償信号２０５は、各放送基地局で互いに送信信号の位相を一致させるために基地局
側で用いる信号である。
【００１３】
即ち、ポケットベル受信機は、フレーム内のいずれか１つのグループに属し、自己の属す
るグループの同期信号を受信することによって同期をとり、そのグループ内の選択呼び出
し信号を受信する。そして、ポケットベル受信機は、受信した選択呼び出し信号中に自己
アドレスがあればその受信機は鳴音するとともにメッセージ信号の内容を表示する。
【００１４】
ところで、ポケットベル受信機の自己アドレスは最大８個というように比較的小さな数に
物理的に限定されていた。これにより、ポケットベル受信機は、受信できる情報の種類が
この自己アドレスの数により制限され、情報の多様化への対応が困難であった。
【００１５】
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また、自己アドレスを書き換えることにより、異なる情報を受信することは可能であるが
、同時に受信できる数はやはり自己アドレスの数により制限を受けており、自己アドレス
の数以上の種類の数の情報を受信する場合には、頻繁に自己アドレスの書き換えが必要と
なる。しかし、一般的に自己アドレスの書き換えは容易ではなく、現実的ではなかった。
【００１６】
そこで、本発明は、上述した実情に鑑みてなされたものであって、既存の通信方式を変更
することなく、さらに多くの種類の情報を送受信することを可能にするデータ送信方法及
びデータ送信装置、データ受信装置及びデータ受信方法、並びにデータ送受信システムを
提供することを目的としている。
発明の開示
【００１７】
本発明に係るデータ送信方法は、上述の課題を解決するために、送信対象とする送信デー
タと当該送信データの識別を示す識別情報とを送信データ領域に配置し、送信データの宛
先からなる宛先情報を宛先情報領域に配置し、送信データ領域と宛先情報領域とを選択呼
出部に配置し、選択呼出部に送信データ及び宛先情報を読み出すための同期情報を付加し
てなるグループをデータ送信サイクルとして繰り返し送信する。
【００１８】
　このデータ送信方法は、送信データに当該送信データの宛先情報の他に識別情報を付加
して送信する。また、送信データはビデオゲームに使用されるデータであり、また、識別
情報はビデオゲームの進行段階を示す。
【００１９】
また、本発明に係るデータ送信装置は、上述の課題を解決するために、送信対象とする送
信データが配置される送信データ領域と当該送信データの宛先を示す宛先情報が配置され
る宛先情報領域とからなる選択呼出部と、当該送信データ及び宛先情報を読み出すための
同期情報とを有するグループをデータ送信サイクルとして繰り返して送信データの送信処
理をする。そのため、データ送信装置は、送信データ領域に当該送信データ領域に配置さ
れる送信データの識別を示す識別情報を配置する識別情報配置手段と、データ送信サイク
ルとして送信データの送信処理をする送信処理手段とを備える。
【００２０】
このような構成を有するデータ送信装置は、識別情報配置手段により、送信データ領域に
当該送信データ領域に配置される送信データの識別を示す識別情報を配置し、送信処理手
段により、当該送信データ領域を、データ送信サイクルとして送信する。
【００２１】
　即ち、このデータ送信装置は、送信データに当該送信データの宛先情報の他に識別情報
を付加して送信する。また、送信データはビデオゲームに使用されるデータであり、また
、識別情報配置手段によって配置される識別情報は、ビデオゲームの進行段階を示す。
【００２２】
また、本発明に係るデータ受信装置は、上述の課題を解決するために、送信対象とする送
信データ及び当該送信データの識別を示す識別情報が配置される送信データ領域と当該送
信データの宛先を示す宛先情報が配置される宛先情報領域とからなる選択呼出部と、当該
送信データ及び宛先情報を読み出すための同期情報とを有するグループがデータ送信サイ
クルとして繰り返されて送信されてくる。そのため、データ受信装置は、宛先情報を設定
する宛先情報設定手段と、識別情報を設定する識別情報設定手段と、自己の属するグルー
プ内に配置されている情報を得るために、同期情報に基づいてグループの同期をとる同期
手段と、選択呼出部に配置されている宛先情報と宛先情報設定手段により設定された宛先
情報とを比較して宛先情報比較結果を得る宛先情報比較手段と、送信データ領域に配置さ
れている識別情報と識別情報設定手段により設定された識別情報とを比較して識別情報比
較結果を得る識別情報比較手段と、宛先情報比較結果及び識別情報比較結果に基づいて送
信データの受信制御を行う受信制御手段とを備える。
【００２３】
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このような構成を有するデータ受信装置は、同期手段により、自己の属するグループ内に
配置されている情報を得るために、同期情報に基づいてグループの同期をとる。そして、
データ受信装置は、宛先情報比較手段により、選択呼出部に配置されている宛先情報と、
宛先情報設定手段により設定された宛先情報とを比較して宛先情報比較結果を得て、識別
情報比較手段により、送信データ領域に配置されている識別情報と識別情報設定手段によ
り設定された識別情報とを比較して識別情報比較結果を得る。そして、データ受信装置は
、受信制御手段により、宛先情報比較結果及び識別情報比較結果に基づいて送信データの
受信制御を行う。
【０００２４】
　即ち、このデータ受信装置は、送信されてくる送信データを、当該送信データに付加さ
れている宛先情報及び識別情報に基づいて受信する。また、送信されるデータはビデオゲ
ームに使用されるデータであり、識別情報設定手段によって設定される識別情報は、ビデ
オゲームの進行段階に応じて設定することができる。
【００２５】
また、本発明に係るデータ受信方法は、上述の課題を解決するために、送信対象とする送
信データ及び当該送信データの識別を示す識別情報が配置される送信データ領域と当該送
信データの宛先を示す宛先情報が配置される宛先情報領域とからなる選択呼出部と、当該
送信データ及び宛先情報を読み出すための同期情報とを有するグループがデータ送信サイ
クルとして繰り返されてくる送信されくるデータを受信する。そのために、データ受信方
法は、自己の属するグループ内に配置されている情報を得るために、同期情報に基づいて
グループの同期をとる同期工程と、選択呼出部に配置されている宛先情報と予め設定され
た宛先情報とを比較して宛先情報比較結果を得る宛先情報比較工程と、送信データ領域に
配置されている識別情報と予め設定された識別情報とを比較して識別情報比較結果を得る
識別情報比較工程と、宛先情報比較結果及び識別情報比較結果に基づいて送信データの受
信制御を行う受信制御工程とを有する。
【００２６】
このようなデータ受信方法は、同期工程により、自己の属するグループ内に配置されてい
る情報を得るために、同期情報に基づいてグループの同期をとる。そして、データ受信方
法は、宛先情報比較工程により、選択呼出部に配置されている宛先情報と予め設定された
宛先情報とを比較して宛先情報比較結果を得て、識別情報比較工程により、送信データ領
域に配置されている識別情報と予め設定された識別情報とを比較して識別情報比較結果を
得る。そして、データ受信方法は、受信制御工程により、宛先情報比較結果及び識別情報
比較結果に基づいて送信データの受信制御を行う。
【００２７】
　即ち、このデータ受信方法は、送信されてくる送信データを、当該送信データに付加さ
れている宛先情報及び識別情報に基づいて受信する。また、送信されるデータはビデオゲ
ームに使用されるデータであり、予め設定された識別情報は、ビデオゲームの進行段階に
応じて予め設定することができる。
【００２８】
また、本発明に係るデータ送受信システムは、上述の課題を解決するために、送信対象と
する送信データが配置される送信データ領域と当該送信データの宛先を示す宛先情報が配
置される宛先情報領域とからなる選択呼出部と、当該送信データ及び宛先情報を読み出す
ための同期情報とを有するグループを、データ送信装置とデータ受信装置との間でデータ
送信サイクルとして繰り返し送受信処理をする。そのために、データ送受信システムにお
いて、データ送信装置は、送信データ領域に当該送信データ領域に配置される送信データ
の識別を示す識別情報を配置する識別情報配置手段と、データ送信サイクルとして送信デ
ータの送信処理をする送信処理手段とを備え、データ受信装置は、宛先情報を設定する宛
先情報設定手段と、識別情報を設定する識別情報設定手段と、自己の属するグループ内に
配置されている情報を得るために、同期情報に基づいてグループの同期をとる同期手段と
、選択呼出部に配置されている宛先情報と宛先情報設定手段により設定された宛先情報と
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を比較して宛先情報比較結果を得る宛先情報比較手段と、送信データ領域に配置されてい
る識別情報と識別情報設定手段により設定された識別情報とを比較して識別情報比較結果
を得る識別情報比較手段と、宛先情報比較結果及び識別情報比較結果に基づいて送信デー
タの受信制御を行う受信制御手段とを備える。
【００２９】
このような構成を有するデータ送受信システムにおいては、データ送信装置は、識別情報
配置手段により、送信データ領域に当該送信データ領域に配置される送信データの識別を
示す識別情報を配置し、送信処理手段により、当該送信データ領域を、データ送信サイク
ルとして送信処理する。一方、データ受信装置は、同期手段により、自己の属するグルー
プ内に配置されている情報を得るために、同期情報に基づいてグループの同期をとる。そ
して、データ受信装置は、宛先情報比較手段により、選択呼出部に配置されている宛先情
報と、宛先情報設定手段により設定された宛先情報とを比較して宛先情報比較結果を得て
、識別情報比較手段により、送信データ領域に配置されている識別情報と識別情報設定手
段により設定された識別情報とを比較して識別情報比較結果を得る。そして、データ受信
装置は、受信制御手段により、宛先情報比較結果及び識別情報比較結果に基づいて送信デ
ータの受信制御を行う。
【００３０】
　即ち、データ送受信システムは、データ送信装置により、送信データに当該送信データ
の宛先情報の他に識別情報を付加して送信している。そして、データ受信装置により、送
信されてくる送信データを、当該送信データに付加されている宛先情報及び識別情報に基
づいて受信する。また、データ送信装置から送信されるデータはビデオゲームに使用され
るデータであり、識別情報設定手段によって設定される識別情報は、ビデオゲームの進行
段階に応じて設定することができる。
【００３１】
発明を実施するための最良の形態
【００３２】
以下、本発明の実施の形態について図面を用いて詳しく説明する。この実施の形態は、デ
ータ受信装置を構成する携帯型情報通信端末に対してデータを無線にて送信する放送シス
テム、いわゆるブロードキャスティング・システムである。
【００３３】
図２に示すように、ブロードキャスティング・システム１は、各種データの放送を行う放
送基地局２と、放送基地局２から放送されるデータを受信して再生する携帯型情報通信端
末３とから構成される。このブロードキャスティング・システム１においては、後で図３
に関連して説明する送信データが、放送基地局２と携帯型情報通信端末３との間で所定の
データ送信サイクルにより送受信処理される。
【００３４】
例えば、送信対象とされる送信データは、ユーザに利用可能とされるような情報であって
、例えば、イベント情報、ファッション情報等である。
【００３５】
放送基地局２は、送信データ領域に当該送信データ領域に配置される送信データの識別を
示す識別情報を配置する識別情報配置手段であるｓｕｂＩＤ付加部４と、データ送信サイ
クルとして送信データの送信処理をする送信処理部５とを備えている。
【００３６】
このような構成を有する放送基地局２は、ｓｕｂＩＤ付加部４により、送信データ領域に
当該送信データ領域に配置される送信データの識別を示すｓｕｂＩＤを配置する処理をし
て、送信処理部５により、所定のデータ送信サイクルによりｓｕｂＩＤの配置処理が行わ
れた当該送信データの送信処理をする。
【００３７】
また、携帯型情報通信端末３は、宛先情報であるＩＤを設定する宛先情報設定手段及び識
別情報であるｓｕｂＩＤを設定する識別情報設定手段である入力部６と、自己の属するグ
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ループ内に配置されている情報を得るために、同期情報に基づいてグループの同期をとる
同期機能を有している受信処理部７と、選択呼出部に配置されているＩＤと入力部６によ
り設定されたＩＤとを比較して宛先情報比較結果を得る宛先情報比較機能及び送信データ
領域に配置されているｓｕｂＩＤと入力部６により設定されたｓｕｂＩＤとを比較して識
別情報比較結果を得る識別情報比較機能を有する比較部８と、比較部８より得た宛先情報
比較結果及び識別情報比較結果に基づいて送信データの受信制御を行う受信制御手段であ
るデータ読み出し部９とを備えている。
【００３８】
また、入力部６は、データ読み出し制御部９が宛先情報比較結果に基づいてのみ送信デー
タの受信制御を行う旨を設定する受信制御設定機能を有している。
【００３９】
例えば、この入力部６により入力されたＩＤ及びｓｕｂＩＤは、レジスタにそれぞれ記憶
される。そして、レジスタには、ＩＤに対応されて、ｓｕｂＩＤに基づいて送信データを
受信するか否かを示すユーザ設定領域を設けられている。即ち、宛先情報比較結果に基づ
いてのみ送信データの受信制御を行う旨が設定された場合（即ち、ｓｕｂＩＤに基づいた
選択受信を行わない場合）には、ユーザ設定領域は、例えば「０」と設定される。一方、
宛先情報比較結果及び識別情報比較結果に基づいて送信データの受信制御を行う旨が設定
された場合（即ち、ｓｕｂＩＤも参照して選択受信を行う場合）には、ユーザ設定領域は
、例えば「１」と設定される。
【００４０】
ブロードキャスティング・システム１は、このような構成を有して、ＩＤ及びｓｕｂＩＤ
に基づいた所望のデータの送受信処理を行っている。
【００４１】
具体的には、このブロードキャスティング・システム１において採用されるデータ送信用
のデータフレームは、図３中（Ａ）乃至（Ｃ）に示すように構成される。
【００４２】
このように構成されるデータフレームは、選択呼出信号内のメッセージ領域の一部にｓｕ
ｂＩＤを配置することに特徴がある。
【００４３】
図３（Ａ）に示すように、即ち、データフレームのフォーマットは、従来のそれと同様に
、データ送信サイクルとして１５のグループＧ1，Ｇ2，Ｇ3，Ｇ4，・・・，Ｇ14，Ｇ15よ
り、１フレームが構成されている。
【００４４】
図３（Ｂ）に示すように、各グループは、従来のデータフレームのフォーマットと同様に
、同期情報からなる同期信号２０１、アドレス／メッセージ識別信号２０２、複数の選択
呼出部である選択呼出信号２０３，２０４及び位相補償信号２０５より構成されている。
ここで、１フレームは、例えば２９秒の周期をもつ。
【００４５】
同期信号２０１は、携帯型情報通信端末３が対応して自己の属するグループを同期して、
当該同期したグループ内の自己宛の選択呼出信号を受信するための部分である。即ち、各
携帯型情報通信端末３は、フレーム内のいずれか一つのグループに属し、自己の属するグ
ループの同期信号を受信することによって同期をとり、そのグループ内の選択呼出信号を
受信する。
【００４６】
図３（Ｃ）に示すように、選択呼出信号２０３，２０４は、アドレス信号（宛先情報ＩＤ
）２１１及びメッセージ信号（送信データ）１０２から構成され、例えば、両信号の構成
単位はともに誤り訂正符号語［ＢＣＨ（３１，１６）］である。そして、この各選択呼出
信号２０３，２０４には、上述したｓｕｂＩＤ１０１が本来のメッセージ信号領域内に格
納されている。
【００４７】
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　例えば、各選択呼出信号２０３，２０４は、その内容が３１ｂｉｔ単位とされて、合計
で１５５ｂｉｔとして構成される。具体的には、各選択呼出信号は、アドレス信号を６２
ｂｉｔ、ｓｕｂＩＤ１０１を８ｂｉｔ、メッセージ信号を８５ｂｉｔで表現している。
【００４８】
アドレス信号２１１は、携帯型情報通信端末４の識別を示すアドレスとされる。ここで、
アドレス信号２１１は、いわゆる自己アドレスであって、従来より、携帯型情報通信端末
３が自己宛に送信されてくる送信データの受信に用いる当該携帯型情報通信端末３の固有
の識別情報（ＩＤ）とされて、その種類が物理的に制限されている。これに対して、ｓｕ
ｂＩＤについては何ら制限を受けていないといえる。
【００４９】
例えば、携帯型情報通信端末３は、受信した選択呼出信号中に自己のアドレス信号があれ
ば、そのポケットベル受信機は鳴音するとともに、メッセージ信号を解読して内容を表示
する。
【００５０】
ｓｕｂＩＤ１０１は、送信対象とされて送信される送信データの識別や種類を示す情報で
ある。即ち、ｓｕｂＩＤ１０１は、送信データの付属データとされるものであって、例え
ば、送信データがファッション情報の場合には、配信対象とするユーザの年齢、性別等か
らなる。
【００５１】
ここで、送信データ格納領域とは、従来よりメッセージ信号を格納するものとして選択呼
出信号内において所定のフォーマットとされて構成される領域である。即ち、図１に示し
たメッセージ信号２１２のみが格納されるメッセージ信号格納領域であって、９３ｂｉｔ
により表現される部分である。図３（Ｃ）に示すように、ｓｕｂＩＤ１０１は、この送信
データ格納領域（以下、メッセージ信号格納領域という。）の先頭の８ｂｉｔによって表
現されている。
【００５２】
アドレス／メッセージ識別信号２０２は、選択呼出信号中のアドレス信号２１１、ｓｕｂ
ＩＤ１０１、及びメッセージ信号１０２の並び方を符号語単位で示したものである。
【００５３】
位相補償信号２０５は、各基地局で互いに送信信号の位相を一致させるために基地局側で
用いる信号である。
【００５４】
ブロードキャスティング・システム１は、このように構成されるデータフレームを、送信
用データフォーマットとして採用している。ブロードキャスティング・システム１におい
て、携帯型情報通信端末３は、放送基地局２からＩＤ（アドレス信号２１１）及びｓｕｂ
ＩＤ１０１が付加されて放送されるデータを、そのＩＤ及びｓｕｂＩＤに基づいて受信し
ている。
【００５５】
次に、上述したブロードキャスティング・システム１について具体的な構成例を挙げて、
詳しく説明する。
【００５６】
図４に示すように、ブロードキャスティング・システム１は、通信回線１２に接続されて
情報提供者からの情報が入力される入力装置１１1～１１mと、入力装置１１1～１１mから
送られた識別情報であるＩＤが付加されたデータに対してＩＤ変換等の所定の処理を施す
中央局２０と、各入力装置１１1～１１mと中央局２０との間でデータを相互に伝送する通
信回線１２と、各々が中央局２０からのデータに送信処理等の所定の処理を施して夫々の
アンテナ３４1～３４nから送信する複数の基地局３０1～３０nと、アンテナ３４1～３４n
から無線にて送信されたデータを受信する複数の携帯型情報通信端末３とから構成されて
いる。
【００５７】
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入力装置１１1～１１mは、例えばパーソナルコンピュータが用いられ、例えばテキスト文
字などの形式で各種データが入力される。この入力装置１１1～１１mには、入力・編集・
通信に用いられる専用のソフトウェア等が予めインストールされている。
【００５８】
また、例えば、この入力装置１１1～１１mにより、各データの入力の際に、当該データに
対応されるｓｕｂＩＤの入力を行う。そして、入力装置１１1～１１mから通信回線１２を
介して中央局２０への送信対象であるデータ及びｓｕｂＩＤの送信が行われる。
【００５９】
通信回線１２は、一般アナログ回線として構成されている。或いは、ＩＳＤＮ（Integrat
ed Services Digital Network ）、ＯＣＮ（Open Computer Network ）等のような電話網
やパケット網を利用して構成することもできる。
【００６０】
中央局２０は、接続センタ２１、符号化処置部２２、及びＭＯＤＥＭ２３を有している。
【００６１】
接続センタ２１は、入力装置１１1～１１mから送られてきた送信対象とされる送信データ
の管理処理を行う。この接続センタ２１は、送信データに対応するアドレス信号（ＩＤ）
を発生させる。例えば、無線呼出システムの場合において、このアドレス信号は、ポケベ
ルの呼出番号とされる。
【００６２】
また、接続センタ２１は、例えば、データに対して現時点で有効なＩＤコードのチェック
、予め編成された配信スケジュールとの整合のチェック、場合によってはデータの内容の
品質チェック等も行う。
【００６３】
符号化処理部２２は、接続センタ２１から送信されてくる送信データを、所定の方式で符
号化する。
【００６４】
ＭＯＤＥＭ２３は、符号化処置部２２にて符号化されたデータを受け取り、このデータを
所定の方式にてシリアルデータに変換して基地局３０1～３０nに送信する。
【００６５】
基地局３０の各々は、ＭＯＤＥＭ３１、位相補償部３２、送信処理部３３、アンテナ３４
を有している。この基地局３０1～３０nは、ＩＤが付加されたデータを放送するための放
送処理を施す放送処理手段を構成する。
【００６６】
ＭＯＤＥＭ３１は、中央局２０のＭＯＤＥＭ２３から所定の形式のシリアルデータとして
送信されたデータを受信する。
【００６７】
位相補償部３２は、ＭＯＤＥＭ３１により受信したデータに対して位相補償を施す。
【００６８】
送信処理部３３は、位相補償部３２において位相補償されたデータに対してアンテナ３４
から無線にて発信するための変調等の処理を施す。具体的には、位相補償されたデータに
波形オフセットかけるため、各基地局３０1～３０nごとに位相をずらした正弦波を重畳し
、ＦＳＫ（frequency-shift keying）変調を行う。
【００６９】
アンテナ３４は、基地局３０において信号処理されたデータを無線にて送信する。
【００７０】
ここで、中央局２０の符号付加装置２２、基地局３０の位相補償部３２及び送信処理部３
３は、図２に示したｓｕｂＩＤ付加部４及び送信処理部５を構成する。即ち、符号付加装
置２２、位相補償部３２及び送信処理部３３により、送信データ領域に当該送信データ領
域に格納される送信データの識別を示すｓｕｂＩＤを格納する（即ち、送信データ格納領
域の先頭の８ｂｉｔにｓｕｂＩＤを埋め込む。）とともに、所定のデータ送信サイクルに
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より図３に示したデータフレームとして当該送信データの送信処理を行う。
【００７１】
携帯型情報通信端末３については、図２に示すように、入力部６、受信処理部７、比較部
８、及びデータ読み出し制御部９を備えている。
【００７２】
受信処理部７は、アンテナ１０により受信した放送基地局２からの送信データを信号処理
等する部分として構成されている。例えば、受信処理部７は、受信されたデータについて
復調処理を行う。また、受信処理部７は、自己の属するグループの同期信号２０１を受信
することにより同期をとる同期機能を有している。さらに、受信処理部７は、受信したデ
ータを一時的に保持するためのメモリ（図示せず。）を有している。
【００７３】
入力部６は、受信者により各種情報の入力、設定等を行うように構成され、例えば、入力
部６は、各種キー、ボタン等によって構成されている。
【００７４】
即ち、入力部６を操作して、ＩＤやｓｕｂＩＤの設定をすることができる。また、入力部
６により、データ読み出し制御部９が宛先情報比較結果に基づいてのみ送信データの受信
制御を行う旨を設定することができる。
【００７５】
比較部８は、受信処理部７により同期のとられたグループ内のＩＤと入力部６により設定
されたＩＤとを比較して、宛先情報比較結果を得る。また、比較部８は、当該グループ内
のｓｕｂＩＤと入力部６により設定されたｓｕｂＩＤとを比較して、識別情報比較結果を
得る。例えば、比較部８は、受信処理部７のメモリに一時的に保持されている送信データ
に付加されているＩＤ及びｓｕｂＩＤを読み出して、予め入力部６により設定されている
ＩＤ及びｓｕｂＩＤとの比較を行う。
【００７６】
具体的には、比較部８は、選択呼出信号内のＩＤ（アドレス信号）を読み出す。そして、
比較部８は、当該アドレス信号が自己のアドレスである場合に、ｓｕｂＩＤを読み出する
。携帯型情報通信端末３は、この比較部８による送信データのＩＤ及びｓｕｂＩＤと、入
力部６により入力されたＩＤ及びｓｕｂＩＤとの比較結果に基づいて、当該ＩＤ及びｓｕ
ｂＩＤが付加されていた送信データを受信する。
【００７７】
データ読み出し制御部９は、比較部８による宛先情報比較結果及び識別情報比較結果に基
づいて送信データの受信制御を行う部分を構成している。ここで、送信データの受信制御
とは、ＩＤ及びｓｕｂＩＤに基づいて行われる送信データの読み込み処理であって、例え
ば、読み込まれた送信データは、当該携帯型情報通信端末３の備える不揮発メモリ等の記
憶手段（図示せず。）に記憶される。
【００７８】
例えば、ＩＤ比較部８及びデータ読み出し制御部９は、携帯型情報通信端末３の各部を制
御するＣＰＵの機能によって実現される。
【００７９】
このような構成を有することにより、携帯型情報通信端末３は、受信処理部７により、自
己の属するグループの同期情報から同期をとる。そして、携帯型情報通信端末３は、比較
部８により、選択呼出部に格納されているＩＤと入力部６により設定されたＩＤとを比較
して宛先情報比較結果を得て、メッセージ信号領域に格納されているｓｕｂＩＤと入力部
６により設定されたｓｕｂＩＤとを比較して識別情報比較結果を得る。そして、携帯型情
報通信端末３は、データ読み出し制御部９により、宛先情報比較結果及び識別情報比較結
果に基づいて送信データの受信制御を行う。
【００８０】
また、携帯型情報通信端末３は、入力部６からデータ読み出し制御部９が宛先情報比較結
果に基づいてのみ送信データの受信制御を行う旨が設定された場合には、宛先情報比較結
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果のみに基づいて送信データの受信制御を行う。例えば、これにより、識別情報比較結果
の如何に関わらず、宛先情報比較結果のみに基づいて送信データの選択的な受信が可能に
なる。即ち、携帯型情報通信端末３は、識別情報比較結果に関わらず、自己のアドレスが
付加されている送信データの全てを受信するような場合である。
【００８１】
以上のようにブロードキャスティング・システム１は構成されている。
【００８２】
このブロードキャスティング・システム１において、放送基地局２は、送信データに対し
て、宛先情報（ＩＤ）と送信データの種類等を示す識別情報（ｓｕｂＩＤ）とを付加して
、送信データの送信を行っている。これにより、携帯型情報通信端末３は、送信データに
付加されたＩＤ及びｓｕｂＩＤに基づいて、当該送信データを選択的に取り込むことがで
きる。
【００８３】
ブロードキャスティング・システム１において、従来は、或る限られた個数のＩＤが使用
され、ユーザはこのようなＩＤに基づいて送信データのデコードを選択的に実行していた
。本発明においては、従来のＩＤに加えて、メッセージ信号領域に拡張されたｓｕｂＩＤ
を含めてデコードを行うかを設定することが可能になる。これにより、ＩＤによる従来の
データ受信に加え、ｓｕｂＩＤをも参照して、送信データの選択的な受信を行うことがで
きるようになる。
【００８４】
ここで、ＩＤとｓｕｂＩＤとの関係は、図５に示すように、各ＩＤに対して複数のｓｕｂ
ＩＤを対応させること、即ち、一つのＩＤが複数のｓｕｂＩＤ０，１，・・・，Ｎ（Ｎ；
整数）を拡張して保持するということになる。例えば、図３中（Ｃ）に示すように、ｓｕ
ｂＩＤが８ｂｉｔである場合には、理論的には一つのＩＤにつき拡張できるｓｕｂＩＤの
数は２５６個になる。
【００８５】
このようなブロードキャスティング・システム１により、具体的には、携帯型情報通信端
末３内部に持つＩＤそれぞれに対し、ユーザによる設定領域をもち、その設定領域の内容
を判別することによりｓｕｂＩＤをも考慮した選択的な受信を行うことができる。即ち、
上述したように、ユーザ設定領域が「０」の場合は、従来の受信と判断しｓｕｂＩＤによ
る選択受信は行わないようにして、一方、「１」の場合には、ｓｕｂＩＤが付加された送
信データと判断し、ｓｕｂＩＤのデコードを行い、当該送信データの選択的な受信を行う
。
【００８６】
ここで、ｓｕｂＩＤを利用した選択的受信の具体的な例について説明する。
【００８７】
例えば、アパレルメーカーがあるＩＤで送信データとしてファッション情報を放送する場
合において、ｓｕｂＩＤにより性別、年齢、季節等の情報を当該ファッション情報に付加
しているとする。
【００８８】
これに対応し、受信者側では、携帯型情報通信端末３にこのアパレルメーカーのＩＤの設
定をし、さらに、このＩＤに流れてくる情報はｓｕｂＩＤを持っているという設定をする
。そして、受信者は、自分が必要とするｓｕｂＩＤを設定する。
【００８９】
これにより、受信者は、ＩＤ、さらに性別、年齢、季節等の条件からなるｓｕｂＩＤによ
りアパレルメーカからのファッション情報の配信を受けることができる。即ち、受信者は
、条件に一致する必要最小限のものとしてアパレルメーカのファッション情報を取得する
ことができる。
【００９０】
具体的には、例えばアパレルメーカーが８ｂｉｔよりなるｓｕｂＩＤを使って、０ｂｉｔ
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目に性別、１，２ｂｉｔ目に季節、３～７ｂｉｔ目に年齢の情報を入れて送信データとし
てファッション情報を送る場合、ユーザがそれぞれ必要なｂｉｔを各自の携帯型情報通信
端末３に設定することにより当該ファッション情報を選択的に受信することができるよう
になる。
【００９１】
また、すべての情報を受信したい場合は、上述したように、ユーザ設定領域を０にするこ
とにより、選択を行わずすべての情報を受信することができる。
【００９２】
以上のように、ブロードキャスティング・システム１により、発信者側とされる放送基地
局２からは、一つのＩＤに対してｓｕｂＩＤを付加することで、情報をさらに分類して発
信することが可能となる。
【００９３】
また、受信者側とされる携帯型情報通信端末３では、ひとつのＩＤに対して発信された情
報をｓｕｂＩＤにより階層的に選択することでＩＤの拡張を行うことが可能となる。
【００９４】
これにより、従来の通信方式には何ら影響を及ぼすこと無く、情報の細分化、多様化に対
応したブロードキャスティング・システムを構成することができる。
【００９５】
次に携帯型情報通信端末３の具体的な応用例について説明する。図６乃至図１０には、エ
ンタテインメント・システムを示しており、携帯型情報通信端末３は、このエンタテイン
メント・システムにおいて携帯用電子機器４００として構成されている。
【００９６】
エンタテインメント・システムは、図６及び図７に示すように、ビデオゲーム装置３０１
と、このビデオゲーム装置３０１に着脱可能とされて、当該ビデオゲーム装置３０１との
間でデータの通信を行う携帯型情報通信端末３である携帯用電子機器４００とから構成さ
れる。このエンタテインメント・システムにおいて、ビデオゲーム装置３０１は親機とし
て構成され、携帯用電子機器４００はその子機として構成されている。例えば、このエン
タテインメント・システムでは、ビデオゲーム装置３０１が、ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体
に記録されているゲームプログラムを実行する手段として構成され、携帯用電子機器４０
０が、放送によって送信されてくるデータの受信を行う手段として構成される。
【００９７】
ビデオゲーム装置３０１の本体３０２は、ビデオゲーム等のアプリケーション・プログラ
ムを供給する光ディスクが装着されるディスク装着部３０３と、リセットスイッチ３０４
と、電源スイッチ３０５と、ディスク操作スイッチ３０６と、２つのスロット部３０７Ａ
，３０７Ｂとを備えている。
【００９８】
スロット部３０７Ａ，３０７Ｂには、携帯用電子機器４００（携帯型情報通信端末３）、
コントローラ３２０又はモリカードシステムを接続することができる。
【００９９】
コントローラ３２０は、第１、第２の操作部３２１，３２２と、Ｌボタン３２３Ｌ，Ｒボ
タン３２３Ｒと、スタートボタン３２４と、選択ボタン３２５と、アナログ的操作が可能
な操作部３３１，３３２と、モード選択スイッチ３３３と、操作モード表示部３３４とを
有している。
【０１００】
携帯用電子機器４００は、図８中（Ａ）乃至（Ｃ）に示すように、ハウジング４０１を有
して構成され、各種情報入力のための操作部４２０と、液晶表示装置（ＬＣＤ）等からな
る表示部４３０と、例えば赤外線によるワイヤレス通信を行うための窓部４４０とが設け
られている。
【０１０１】
操作部４２０には、複数の操作子４２１，４２２が設けられている。スイッチ押圧部が、
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蓋部材４１０が閉蓋された状態において、各操作子４２１，４２２の位置に対応する位置
に設けられている。各操作子４２１，４２２が押圧されると、スイッチ押圧部が例えばダ
イヤフラムスイッチの如き押圧スイッチを押圧する。
【０１０２】
携帯用電子機器４００は、図７に示すように、蓋部材４１０が開かれた状態でビデオゲー
ム装置３０１の本体３０２に装着される。
以上のようにビデオゲーム装置３０１及び携帯用電子機器４００の外観が構成されている
。
【０１０３】
図９及び図１０には、このビデオゲーム装置３０１及び携帯用電子機器４００の回路構成
等を示している。
【０１０４】
ビデオゲーム装置３０１は、図９に示すように、中央演算処理装置（ＣＰＵ：Central Pr
ocessing Unit）３５１及びその周辺装置等からなる制御系３５０と、フレームバッファ
３６３に描画を行う画像処理装置（ＧＰＵ：Graphic Processing Unit ）３６２等からな
るグラフィックシステム３６０と、楽音，効果音等を発生する音声処理装置（ＳＰＵ：So
und Processing Unit）等からなるサウンドシステム３７０と、アプリケーション・プロ
グラムが記録されている光ディスクの制御を行う光ディスク制御部３８０と、コントロー
ラ３２０からの信号及びメモリカード５００や携帯用電子機器４００からのデータの入出
力を制御する通信制御部３９０と、上記の各部が接続されているバス３９５と、他の機器
とのインターフェース部と構成するパラレルＩ／Ｏインタフェース（ＰＩＯ）３９６と、
シリアルＩ／Ｏインタフェース（ＳＩＯ）３９７とを備えている。
【０１０５】
携帯用電子機器４００については、図１０中（Ａ）に示すように、制御手段４４１、接続
コネクタ４４２、入力手段４４３、表示手段４４４、時計機能部４４５、不揮発メモリ４
４６、スピーカ４４７、データの送受信手段としてのワイヤレス通信手段４４８及び無線
受信手段４４９、電池４５０、並びに蓄電手段を構成する電源端子４５１及びダイオード
４５２を備えて構成されている。
【０１０６】
制御手段４４１は、例えばマイクロコンピュータ（図中ではマイコンと略記する。）を用
いて構成されている。そして、制御手段４４１は、その内部にはプログラム格納手段であ
るプログラムメモリ部４４１ａを有している。そして、制御手段４４１は、図２に示した
比較部８及びデータ読み出し部９の機能を有して構成されている。
【０１０７】
接続コネクタ４４２は、他の情報機器等のスロットに接続するための接続手段として構成
されている。例えば、接続コネクタ４４２は、ビデオゲーム装置３０１との間でデータの
送受信を行うデータ通信機能を有して構成されている。
【０１０８】
入力手段４４３は、格納されたプログラムを操作するための操作ボタン等から構成される
。この入力手段４４３は、図２に示した入力部６に対応される。
【０１０９】
無線受信手段４４９は、アンテナや復調回路等を有して構成される部分であって、無線放
送によって送信されてくる各種データを受信する部分として構成されている。また、この
無線受信手段４４９は、受信される放送データを一時的に記憶するためのメモリを備えて
いる。この無線受信手段４４９は、図２に示したアンテナ１０及び受信処理部７の機能を
有して構成されている。
【０１１０】
なお、上記の各部は、いずれも制御手段４４１に接続しており、制御手段４４１の制御に
従って動作する。
【０１１１】
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図１０中（Ｂ）には、制御手段４４１の制御項目を示している。制御手段４４１は、この
図１０中（Ｂ）に示すように、情報機器への本体接続インタフェースと、メモリにデータ
を入出力するためのメモリインタフェースと、表示インタフェースと、操作入力インタフ
ェースと、音声インタフェースと、ワイヤレス通信インタフェースと、時計管理と、プロ
グラムダウンロードインタフェースとを備えている。
【０１１２】
このように構成される携帯用電子機器４００は、実行されるプログラムを操作するための
ボタンスイッチ等の入力手段４４３、液晶表示装置（ＬＣＤ）等を用いる表示手段４４４
を備えることにより、ゲームアプリケーションを動作させると携帯型ゲーム装置としての
機能も有している。
【０１１３】
また、この携帯用電子機器４００は、アプリケーション・プログラムを、ビデオゲーム装
置３０１からプログラムをダウンロードして、マイクロコンピュータ４４１内のプログラ
ムメモリ部４４１ａに格納する機能を有しており、これにより、当該携帯用電子機器４０
０上で動作するアプリケーション・プログラムや各種のドライバソフトを容易に変更する
ことができる。
【０１１４】
さらに、この携帯用電子機器４００は、放送局２（図２）から放送により送信されてくる
送信データを無線受信手段４４９によって受信し、その受信した送信データに付加されて
いるＩＤ及びｓｕｂＩＤに基づいて当該送信データを選択的に受信することができる。
【０１１５】
以上のようにエンタテインメント・システムは構成されている。このエンタテインメント
・システムにより、携帯用電子機器４００では、ＩＤ及びｓｕｂＩＤに基づいて送信デー
タを選択的に受信することができる。そして、携帯用電子機器４００は、ビデオゲーム装
置３０１に伝送することもできる。ビデオゲーム装置３０１は、伝送されてきた送信デー
タを、再生したり、ビデオゲームに使用するデータとして利用したりすることもできる。
【０１１６】
具体的にはビデオゲームに次のようにｓｕｂＩＤを利用することができる。ビデオゲーム
装置３０１又は携帯用電子機器４００においてゲームを実行し、そのゲームの進行段階に
応じてｓｕｂＩＤを設定する。例えば、ゲームにおいて、あるステージ（場面）をクリア
した場合にｓｕｂＩＤを設定するようにする。
【０１１７】
一方、各種データの放送を行う放送局では、ビデオゲーム装置３０１又は携帯用電子機器
４００が実行しているゲームを進行させるるために必要なデータを送信データとしてｓｕ
ｂＩＤ付加して放送する。例えば、ステージをクリアしたビデオゲーム装置３０１又は携
帯用電子機器４００がその次のステージを実行するために必要なデータにｓｕｂＩＤを付
加して送信する。
【０１１８】
このような場合、ビデオゲーム装置３０１又は携帯用電子機器４００では、ステージをク
リアしない限り所定のｓｕｂＩＤを発生させることがないので、当然次のステージを実行
することはできない。即ち、ビデオゲーム装置３０１又は携帯用電子機器４００はステー
ジをクリアすることでｓｕｂＩＤを発生させ、そのｓｕｂＩＤと一致するｓｕｂＩＤが付
加されている送信データを受信することによりクリアした次のステージを実行できるよう
にすることが可能になる。
【０１１９】
このようにビデオゲーム等に使用するデータにｓｕｂＩＤを付加することにより、ビデオ
ゲーム装置３０１及び携帯用電子機器４００の利用価値を高めることができる。
【０１２０】
本発明に係るデータ送信方法によれば、送信データに当該送信データの宛先情報の他に識
別情報を付加して送信することができる。
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【０１２１】
これにより、従来の通信方式には何ら影響を及ぼすこと無く、情報の細分化、多様化に対
応したデータ送受信システムを構築することができる。
【０１２２】
また、本発明に係るデータ送信装置によれば、識別情報配置手段により、送信データ領域
に当該送信データ領域に配置される送信データの識別を示す識別情報を配置し、送信処理
手段により、当該送信データ領域を、データ送信サイクルとして送信処理する。
【０１２３】
即ち、このデータ送信装置は、送信データに当該送信データの宛先情報の他に識別情報を
付加して送信することができる。
【０１２４】
これにより、従来の通信方式には何ら影響を及ぼすこと無く、情報の細分化、多様化に対
応したデータ送受信システムを構築することができる。
【０１２５】
また、本発明に係るデータ受信装置によれば、同期手段により、自己の属するグループ内
に配置されている情報を得るために、同期情報に基づいてグループの同期をとることがで
き、そして、宛先情報比較手段により、選択呼出部に配置されている宛先情報と宛先情報
設定手段により設定された宛先情報とを比較して宛先情報比較結果を得て、識別情報比較
手段により、送信データ領域に配置されている識別情報と識別情報設定手段により設定さ
れた識別情報とを比較して識別情報比較結果を得ることができる。そして、データ受信装
置は、受信制御手段により、宛先情報比較結果及び識別情報比較結果に基づいて送信デー
タの受信制御を行うことができる。
【０１２６】
即ち、このデータ受信装置は、送信されてくる送信データを、当該送信データに付加され
ている宛先情報及び識別情報に基づいて受信することができる。これにより、従来の通信
方式には何ら影響を及ぼすこと無く、情報の細分化、多様化に対応したデータ送受信シス
テムを構築することができる。
【０１２７】
また、本発明に係るデータ受信方法によれば、同期工程により、自己の属するグループ内
に配置されている情報を得るために、同期情報に基づいてグループの同期をとることがで
き、そして、宛先情報比較工程により、選択呼出部に配置されている宛先情報と予め設定
された宛先情報とを比較して宛先情報比較結果を得て、識別情報比較工程により、送信デ
ータ領域に配置されている識別情報と予め設定された識別情報とを比較して識別情報比較
結果を得ることができる。そして、データ受信方法は、受信制御工程により、宛先情報比
較結果及び識別情報比較結果に基づいて送信データの受信制御を行うことができる。
【０１２８】
即ち、このデータ受信方法によれば、送信されてくる送信データを、当該送信データに付
加されている宛先情報及び識別情報に基づいて受信することができる。これにより、従来
の通信方式には何ら影響を及ぼすこと無く、情報の細分化、多様化に対応したデータ送受
信システムを構築することができる。
【０１２９】
また、本発明に係るデータ送受信システムに関して、データ送信装置によれば、識別情報
配置手段により、送信データ領域に当該送信データ領域に配置される送信データの識別を
示す識別情報を配置し、送信処理手段により、当該送信データ領域を、データ送信サイク
ルとして送信することができる。一方、データ受信装置によれば、同期手段により、自己
の属するグループ内に配置されている情報を得るために、同期情報に基づいてグループの
同期をとることができ、そして、宛先情報比較手段により、選択呼出部に配置されている
宛先情報と宛先情報設定手段により設定された宛先情報とを比較して宛先情報比較結果を
得て、識別情報比較手段により、送信データ領域に配置されている識別情報と識別情報設
定手段により設定された識別情報とを比較して識別情報比較結果を得ることができる。
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【０１３０】
そして、データ受信装置は、受信制御手段により、宛先情報比較結果及び識別情報比較結
果に基づいて送信データの受信制御を行うことができる。
【０１３１】
即ち、データ送受信システムによれば、データ送信装置により、送信データに当該送信デ
ータの宛先情報の他に識別情報を付加して送信し、データ受信装置により、送信されてく
る送信データを、当該送信データに付加されている宛先情報及び識別情報に基づいて受信
することができる。
【０１３２】
これにより、従来の通信方式には何ら影響を及ぼすこと無く、情報の細分化、多様化に対
応したデータ送受信システムを構築することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、無線呼出システムにおいて採用されている従来のデータ送信用のデー
タフレームのフォーマットを示す図である。
【図２】　図２は、本発明の実施の形態であるブロードキャスティング・システムの構成
を示すブロック図である。
【図３】　図３は、ブロードキャスティング・システムにおけるデータ送信用のデータフ
レームのフォーマットを示す図である。
【図４】　図４は、ブロードキャスティング・システムにおいてデータ送信者側の具体例
を示し図である。
【図５】　図５は、ブロードキャスティング・システムにおいて送信データに付加されて
いるＩＤとｓｕｂＩＤの関係を示す図である。
【図６】　図６は、ブロードキャスティング・システムのデータ受信端末である携帯型情
報通信端末を備えるエンタテインメント・システムの構成を示す平面図である。
【図７】　図７は、エンタテインメント・システムの構成を示す斜視図である。
【図８】　図８は、携帯用電子機器の構成を示す図である。
【図９】　図９は、ビデオゲーム装置の構成を示すブロック図である。
【図１０】　図１０は、携帯用電子機器の構成を示すブロック図である。
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